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参加者の有無を確認する公募手続に係る参加意思確認書の提出を求める公示 
 
令和８年１月１９日 

独立行政法人水資源機構分任契約職 
筑後川上流総合管理所長 前田 剛宏 

 
次のとおり、参加意思確認書の提出を招請します。 
 
１．当該招請の主旨 

本業務は、寺内ダム、大山ダム、小石原川ダム及び両筑平野用水の管理用制御処理設

備の障害を未然に防止し、設備の正常な機能維持を図るための点検及び修理を実施す

る業務である。 
業務の履行にあたっては、本設備全体のシステム構成・機能を十分熟知したうえで、

寺内ダム、大山ダム、小石原川ダム及び両筑平野用水施設の管理運用に重要となる安全

性・確実性を確保しながら実施しなければならない。 
当該設備は納入者が独自に保有している技術を基に、設計、製作、据付、調整したも

ので、本業務の履行にあたっては、納入者又は納入者と同等とみなせるもの（以下「特

定者」という。）のみが保有する技術が必要である。 
よって、本業務は、特定者を契約の相手方とする契約手続きを行う予定としている

が、特定者以外の者で下記の応募要件を満たし、本業務の履行を希望する者を確認する

目的で、参加意思確認書の提出を招請する公募を実施するものである。 
なお、公募の結果、「参加者の有無を確認する公募手続きに係る参加意思確認書の提

出を求める公示（以下「本公示」という。）」３．の応募要件を満たすと認められる者

がいない場合にあっては、特定者との契約手続に移行する。 
また、本公示３．の応募要件を満たすと認められる者がいる場合にあっては、一般競

争入札方式に移行する。 
 
２．業務概要 
 （１）業 務 名  筑後上流総管管理用制御処理設備保守業務 
 
 （２）業務場所 福岡県朝倉市荷原１５１６－６ 独立行政法人水資源機構 

寺内ダム管理所外 14 箇所 

 
（３）業務内容  本業務は、ダム管理用制御処理設備の障害を未然に防止し、設備の正

常な機能維持を図るための点検及び修理を実施する業務である。 
① 業務計画 
② 総合点検 
③ 個別点検 
④ 臨時点検 
⑤ 技術的所見のとりまとめ修理 
⑥ 修理 

 
 （４）履行期間  契約締結の翌日から令和９年３月３１日まで 
 
３．応募要件 
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参加意思確認書及び資料（以下「参加意思確認書等」という。）を提出できる者は、次

に掲げる要件を満たしている者であること。 
（１）以下の各号に該当しない者であること。  

① 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 
② 独立行政法人水資源機構（以下「機構」という。）が発注した物品等の調達に

係る契約において、本公示の日から過去２年以内において次の(A)から(G)までの

いずれかに該当する事実があると認められる者 
(A) 契約の履行に当たり、故意に製造若しくは業務を粗雑にし、又は物品等の品

質若しくは数量に関して不正の行為をした事実 
(B) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を

得るために連合した事実 
(C) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた事実 
(D) 監督又は検査の実施に当たり役員又は職員の職務の執行を妨げた事実 
(E) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった事実 
(F) 受注者の責めに帰すべき事由により契約解除をした事実 
(G) (A)から(F)までのいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者

を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した事

実 
③  機構と締結した請負契約に基づく賠償金、損害金、違約金又はこれらの遅延利

息を支払っていない者 
④ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号。以下同じ）に基づく更生手続きの開

始若しくは民事再生法（平成１１年法律第２２５号、以下同じ）に基づく再生手

続開始がなされ一般競争（指名競争）参加資格の再審査に係る認定を受けていな

い者又は手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実が

あり、経営状態が著しく不健全であると認められる者 
⑤ 参加意思確認書若しくは添付書類中の重要な事項について虚偽の記載をし、又

は重要な事実について記載をしなかった者 
⑥ 営業に関し法律上必要とされる資格を有しない者 

 
（２）機構における一般競争（指名競争）参加資格業者のうち、物品製造等の業種区分の

「設備の保守・点検管理」の認定を受けており、かつ、営業品目の「自動制御装置等」

に登録していること。 
 
（３）会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基

づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、一般競

争（指名競争）参加資格の再審査に係る認定を受けていること。 
 
（４）事業協同組合等として参加意思確認書等を提出した場合、その構成員は、単体とし

て参加意思確認書等を提出することはできない。 
 
（５）本公示時に一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていない者についても、参

加意思確認書等を提出することができるが、競争に参加するには、開札の時におい

て、一般競争（指名競争）参加資格の認定を受け、かつ、参加資格の確認を受けてい

なければならない。 
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（６）「参加者の有無を確認する公募手続きに係る参加意思確認書の提出を求める公示の

説明書（以下「公示説明書」という。）に記載する条件を満たす同種業務の履行実績

を有すること。 
 
（７）公示説明書に記載する条件を満たす配置予定管理技術者を本業務に配置できるこ

と。 
 
（８）参加意思確認書等の提出期限から開札の時までの期間に、機構から「工事請負契約

に係る指名停止等の措置要領」に基づき、筑後川水系関連区域において指名停止を受

けていないこと。 
 
（９）参加意思確認書等を提出しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 

（資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員であ

る場合を除く。） 
 
（10）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとし

て、機構発注の物品等の調達からの排除要請があり、当該状態が継続している者でな

いこと。 
 
４．手続等 
 （１）契約担当窓口 

〒８３８－００１２ 
福岡県朝倉市江川１６６０－６７ 
独立行政法人水資源機構 筑後川上流総合管理所 経理課 椛島、福田 
電話 ０９４６－２５－０１１３ ＦＡＸ ０９４６－２５－０１３３ 

本件に係る問い合わせは、９時～１７時（土曜日、日曜日及び祝日並びに１２時～ 
１３時までを除く）まで。 

 
 （２）公示説明書の交付期間、交付場所 

① 交付期間：令和８年１月１９日（月）から令和８年２月１７日（火）まで。 
② 交付場所：別途指定するホームページからのダウンロードによる。 
※ホームページのアドレス等については、４．（１）まで問い合わせされたい。 

 
 （３）参加意思確認書等の提出期間、提出場所及び提出方法 

① 提出期間：令和８年１月２０日（火）から 令和８年２月１７日（火）１７時ま

で。 
② 提出場所：４．（１）と同じ 
③ 提出方法：郵送（信書として送達し、かつ、配達の記録が残る方法に限る。）に

より提出するものとし、持参、電送及び電子メールによる提出は受け

付けない。 
 

５．独立行政法人が行う契約の公表 
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本

方針」（平成２２年１２月７日閣議決定）において、独立行政法人と一定の関係を有

する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引

等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされていることから、該当す
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る法人は、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表する。公表の対象と

なる契約の詳細は、https://www.water.go.jp/honsya/honsya/keiyaku/index.html による。 
 
６．当機構の事由による中止又は延期 
      本工事は当機構の事由により中止又は延期することがある。 
 
７．その他 
 （１）手続において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。 
 
  （２）関連情報を入手するための照会窓口は、４．（１）契約担当窓口に同じ。 
 
  （３）詳細は公示説明書による。 


